
　　令和５年７月５日（水）午後２時　玉名市役所　第２委員会室

１．本日の出席農業委員は、次のとおりである。

１番　下川　安 ２番  髙田  優子 ３番　村上　孝夫　 ４番　岡田　正治　
５番　坂本　正敏 ７番　田端　末雄 ８番　本田多美子 10番  澤村　哲志
11番　木村　昌治 12番　西本賢二郎 13番　中島　浩輔 14番  德井　勝美
15番  境　浩之 17番　中山　一久 18番　田上　靖晃 19番　丸山　和則

６番　土田　健一 ９番　岡村　栄一 16番  髙島　尚

３．本日の出席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推１  水本　信之 推２　梅田　政次郎 推３　田中　正通 推４　小山　昭
推５  安田　謙二 推７　船津　和利 推８　上田　龍介 推９　平野　雅久
推10　嶋田　裕一 推11　柴尾　覚 推12　髙本　昌揮 推13　宮永　義一
推15　大家　泉 推16　園田　勝義 推17　永田　眞一 推18　後藤　雄一
推19　坂門　聡一

４．本日の欠席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推６　縄田　伊知郎 推14　東　直幸

５．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　二階堂正一郎 次長　西山　美和 係長　園木　俊範
参事　磯野　真悟 主任　大原　三和
会計年度任用職員　小山久美子

６．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

　　　1名

議　題
第 28 号 農地法第３条の規定による許可申請について
第 29 号 農地法第５条の規定による許可申請について
第 30 号 農用地利用集積計画の決定について

報　告
第 18 号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）
第 19 号 農地の形状変更届について
第 20 号 許可申請の取下げについて

令和５年第７回玉名市農業委員会総会議事録

２．本日の欠席農業委員は、次のとおりである。
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１．開 会 

○事務局長（二階堂正一郎君） 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、始めた

いと思います。 

 それでは、本日は農業委員総数１９名のうち土田委員、岡村委員、髙島委員から

の欠席の届けがあっており、１６名の御出席でございます。また、最適化推進委員

総数１９名のうち、縄田委員からの欠席の届け、東委員がちょっと連絡がつかなか

ったということで、１７名の御出席でございます。 

 玉名市農業委員会会議規則第７条の規定により会議は成立しておりますので、た

だいまから、令和５年第７回玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（二階堂正一郎君） まず下川会長より御挨拶をいただきまして、引き続き、

会議規則第５条の規定により議長をお願いし、議事の進行をお願いいたします。 

○会長（下川 安君） 皆さん、こんにちは。 

 本日は総会ということで、梅雨の真っ直中ですけれどもお集まりいただきまして

ありがとうございます。 

 先日の大雨で熊本県内に線状降水帯ができたということで、益城町は大変な被害

が、山側が崩れたということでニュースがあっておりましたが、あの辺も私、年に

４、５回ぐらい通りますので、あそこかと思いながらニュースを見ていました。皆

さん大変だなあと思っています。本当にお見舞いを申し上げたいと思います。 

 玉名はあんまり被害もなかったんだろうと思いますけれども、まだ雨が続く、天

気予報を見ると来週あたりから晴れのマークがついているので、そろそろ梅雨明け

かなあと自分なりにはただ思っていますけれども、今後の状況はどうなるかわかり

ませんけど、皆さん気をつけていただきたいと思います。 

 それから、もう一つは、いつもいつもですけどコロナの話をせんといかんかなあ

と、コロナは沖縄で大変増加しているということで、全国的には徐々に増えている

というニュースがあっていますので、少しはコロナの対策もしながらということに

なるだろうなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それからですね、皆さんのお手元に農地パトロールの紙が配ってあるかと思いま

す。農地パトロールが８月に予定をされていますけれども、多分そのときにタブレ

ットという話があるかもしれません。今、地区にタブレットをお配りしてあるかも

しれませんけれども、少しはタブレットにも慣れていただかんといかんかなあと思

うので、よかなら地区で話し合ってですね、地区に何台かあると思うので、一週間

なら一週間、１０日から１０日ぐらい連続で預かって、自分の家辺りとか周りの農
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地辺りを探すとか、そんなことを少し練習していただけば、少しでも慣れるのかな

と思うので、そのへんのところを地区で話し合っていただいて、慣れていただけれ

ばなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 きょうは、議案としてですね、３条関係１１件、５条が１５件、集積計画が４４

件です。報告が２２件となっていますので、皆さん方の慎重なる御審議をよろしく

お願いしまして、議案に入りたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○議長（下川 安君） それでは、本日の議事録署名につきましては、委員番号１４番

の德井勝美委員と１５番の境浩之委員にお願いいたします。 

 なお、発言の際は、委員番号及び氏名を述べた上で発言をいただきますようよろ

しくお願いします。 

 併せまして、採決の際は、議決権のある農業委員のみで挙手をお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（下川 安君） それでは初めに、議第２８号農地法第３条の規定による許可申

請についてを議題といたします。件数は１１件です。 

 このうち受付番号７番につきましては、玉名市農業委員会会議規則第１２条の議

事参与の制限規定に嶋田推進委員が該当するため、受付番号７番を除いて１番から

６番、８番から１１番までを先に採決をして、最後に７番の審議前に嶋田推進委員

の退室を求めます。 

 それでは、事務局より７番を除きまして説明をお願いいたします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） 議案１ページをお願いいたします。 

 議第２８号農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条第１項の

規定による下記農地の所有権移転及び使用収益権設定許可申請について許可するも

のとする。令和５年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、岱明町と亀甲の申請人で、岱明町の田２,３５４㎡外７筆、１１,２４０㎡

を労力不足と相手方の要望のため売買するものです。報告第１８号９番と関連して

おります。 

 ２番、神奈川県藤沢市と大浜町の申請人で、大浜町の田３３４㎡外１筆、計２,

２８３㎡を労力不足と相手方の要望のため贈与するものです。報告第１８号１０番

と関連しております。 

 ３番、大倉の申請人で、向津留の田１,４０９㎡を相手方の要望と規模拡大のた
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め賃貸借権を設定するものです。 

 ２ページになります。 

 ４番、熊本市と寺田の申請人で、寺田の畑９２㎡を労力不足と相手方の要望のた

め売買するものです。 

 ５番、岱明町と津留の申請人で、津留の畑４０９㎡を労力不足と相手方の要望の

ため贈与するものです。 

 ６番、譲渡人が東京都多摩市の申請人外３名のそれぞれ持ち分が４分の１と、譲

受人が玉名郡玉東町の申請人で、上小田の田７００㎡を労力不足と相手方の要望の

ため売買するものです。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ８番、横島町の申請人で、横島町横島の田６,１２２㎡外１筆、計６,７２２㎡を

子へ贈与するものです。 

 ９番、天水町の申請人で、天水町部田見の田１,５７６㎡外６筆、計８,５９８㎡

を農業者年金受給に伴う後継者の変更で設定をするものです。 

 １０番、天水町の申請人で、天水町竹崎の田１,３６０㎡のうち８６０㎡を農業

者年金受給に伴う設定を行うものです。 

 ４ページです。 

 １１番、天水町の申請人で天水町小天の畑１,５３４㎡外１５筆、計２１,５７８

㎡を農業者年金受給に伴う再設定を行うものです。 

 以上１０件、合計５３,８９１㎡につきまして、農地法第３条第２項各号の禁止

規定から申請内容を審査し、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、

技術、地域との関係も問題ないことから、許可要件の全てを満たしているものと判

断し、御提案しております。 

 去る６月２９日及び６月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） 事務局の説明が終わりましたので、受付番号７番を除きまして、

順に委員の説明をお願いします。 

 それでは、１番をお願いいたします。 

○推１番（水本信之君） 推進委員１番、水本です。１番の案件について御説明いたし

ます。 

 譲渡人と譲受人は親戚で、譲渡人は労力不足、譲受人は相手側の要望で、現地調

査の結果、問題ないと判断します。 

 審議のほどをよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 
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 続きまして、２番をお願いいたします。 

○推３番（田中正通君） 推進委員３番、田中です。 

 この案件はもともと作付けをしている田２枚を譲渡してもらうものでありまして、

何ら問題ございませんが、３３４㎡はあまりにも狭くて、隣の作付けしている方に

貸し付けているということです。両方名義が変わるだけで何ら問題ないと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、３番、４番は同じ委員ですので、続けてよろしくお願いいたします。 

○８番（本田多美子君） 農業委員８番、本田です。３番の案件について説明します。 

 申請農地は、賃貸人が労力不足、賃借人が規模拡大で、現地確認したところ何ら

問題もなく許可相当と認めます。以上です。 

 続きまして、４番の案件について説明します。 

 申請農地は譲渡人が労力不足、譲受人は相手方の要望ということで、現地確認し

ましたところ、申請農地は譲受人の農地と隣接しており、また、農機具等も保有さ

れているため許可相当と認めます。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、５番、６番につきましても同じ委員なので、続けてよろしくお願い

いたします。 

○推７番（船津和利君） 推進委員番号７番、船津です。５番の案件について説明いた

します。 

 この土地については、譲受人が昭和４９年ころからですね、親の代からずっと管

理、耕作されていた土地を、今度贈与として受けるものです。譲渡人は労力不足と

譲受人は相手方の要望ということで、何ら問題ないと思います。 

 ６番について説明いたします。 

 ６番の案件については、共同の土地を今度譲受人が売買して買う土地ですけれど、

現地確認しているときですね、隣との境が全然わからなくて、譲受人とちょっと話

をして、結局隣の土地が共同所有者の１人の土地が隣にあるということで、もしも

隣との問題が生じた場合は、所有者は一緒ということで、最終的には何ら問題ない

ということで、譲渡人は労力不足と譲受人は相手方の要望で、何ら問題ないと思い

ます。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、８番をお願いいたします。 

○１５番（境 浩之君） 農業委員１５番、境です。８番の案件について説明いたしま

す。 
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 譲渡人と譲受人は親子関係で、譲受人は新規就農の申請も出されております。親

子間の贈与で問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、９番をお願いいたします。 

○推１７番（永田眞一君） 推進委員１７番、永田です。９番の案件について説明いた

します。 

 使用貸人と使用借人は親子関係です。農業者年金受給、また後継者変更です。何

も問題なく許可相当と思います。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、１０番をお願いいたします。 

○１７番（中山一久君） 農業委員１７番、中山です。１０番の案件について御説明し

ます。 

 使用貸人、使用借人、親子関係で、農業者年金受給のための設定です。何ら問題

ないと思います。よろしくお願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、１１番をお願いいたします。 

○推１８番（後藤雄一君） 推進委員１８番、後藤です。１１番の案件について説明し

ます。 

 申請地は使用貸人が父、借人が子の親子間の使用貸し借りを希望する農地です。

農業者年金の再設定のため、許可相当と認めます。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ３条申請につきまして、１番から６番、８番から１１番の１０件につきまして委

員の説明が終わりましたけれども、皆さんから御意見、御質問はございませんでし

ょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） 御意見、御質問なければ採決に移りたいと思います。 

 議第２８号農地法第３条の規定による許可申請１０件につきまして、原案どおり

許可することに異議のない方は挙手をよろしくお願いします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第２８号、受付番号１番から６番、８番から１１番につきましては、許可するこ

とに決定いたしました。 

 ここで議第２８号、受付番号７番の審議に入る前、議事参与の制限規定により、

嶋田推進委員の退室を求めます。 
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― 推１０番 嶋田裕一君 退室 ― 

○議長（下川 安君） 嶋田推進委員が退室されましたので、事務局より７番の説明を

お願いします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） ３ページをお願いします。 

 ７番、岱明町の申請人で岱明町上の畑１,０１１㎡外３筆、計２,３１５㎡を労力

不足と相手方の要望のため贈与するものです。農地法第３条第２項各号の禁止規定

から申請内容を審査し、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、技術、

地域との関係も問題がないことから、許可要件の全てを満たしているものと判断し、

御提案しております。 

 去る６月２９日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく御審

議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） それでは、事務局の説明が終わりましたので、７番につきまし

て委員の説明をお願いいたします。 

○１１番（木村昌治君） 農業委員１１番、木村です。７番の案件について説明します。 

 申請地は岱明町上の４筆で２,３１５㎡になります。取付道路等もあまり整備さ

れていないことや、農地自体も管理不十分な土地の贈与となりますけれども、譲り

受けたあとは小麦などの作付けを予定しております。 

 現地調査の結果、問題ないと思いますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ３条申請、７番につきまして委員の説明が終わりましたけれども、皆さんから御

意見、御質問はございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） 御意見、御質問がなければ採決に移らせていただきます。 

 議第２８号農地法第３条の規定による許可申請、受付番号７番につきまして、原

案どおり許可することに異議のない方は挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第２８号、受付番号７番につきましては、許可することに決定いたしました。 

 議第２８号、１１件全て採決が終わりましたので、嶋田推進委員の入室を求めま

す。 

― 推１０番 嶋田裕一君 入室 ― 

○議長（下川 安君） 嶋田推進委員が入室されましたので、引き続き審議に移りたい

と思います。 
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 次に、議第２９号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたしま

す。件数は１４件です。 

 このうち受付番号９番につきましては、玉名市農業委員会会議規則第１２条の議

事参与の制限ですけれども、その規定に嶋田推進委員が該当するため、受付番号９

番を除いて、受付番号１番から８番、１０番から１５番まで先に採決をして、最後

に９番の審議前に嶋田推進委員の退室を求めます。 

 また、１番、８番、９番、１０番、１５番につきましては、始末書の添付があり

ますので、委員の説明の前に事務局担当者が始末書を読み上げますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、事務局より、９番を除きまして説明をよろしくお願いします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） ５ページをお願いいたします。 

 議第２９号農地法第５条第１項の規定による許可申請について。農地法第５条第

１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和

５年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、申請物件が山田の畑１,５２２㎡で、転用目的は駐車場です。農地区分は、

農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、ほ

かに適当な場所がないものと判断しております。 

 ２番は取下げです。 

 ３番、申請物件が小浜の畑７３２㎡で、転用目的は住宅兼喫茶店です。農地区分

は、おおむね１０ha以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農地と判断して

おります。第１種農地は原則不許可となるところですが、申請地の周辺において居

住する者の日常生活上、または業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるも

のであり、例外的に許可は可能となっております。 

 続きまして、６ページです。 

 ４番、申請物件が滑石の畑１２８㎡外１筆、計２５７㎡で転用目的は個人住宅で

す。農地区分は、おおむね１０ha以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農

地と判断しております。第１種農地は原則不許可となるところですが、申請地の周

辺において居住する者の日常生活上、または業務上必要な施設で、集落に接続して

設置されるものであり、例外的に許可は可能となっております。この案件は、報告

第１８号１１番と関連しております。 

 ５番、申請物件が伊倉北方の畑６.０２㎡外１筆、計３１.０２㎡で転用目的は宅

地拡張です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、

第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ６番、申請物件が伊倉北方の畑９.７６㎡で転用目的は宅地拡張です。農地区分
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は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、

ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ７番、申請物件が寺田の畑１８㎡で転用目的は広告用の看板設置です。農地区分

は、都市計画法に規定する用途地域内の農地で、第３種農地と判断しております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ８番、申請物件が岱明町上の畑８７５㎡で転用目的は農業用資材置場及び酪農業

施設内道路です。申請地は、農用地区域内にある農地であり原則許可はできません

が、農振法第８条第４項に規定する農用地利用計画において、農業の用途に供する

ことから許可は可能と判断しております。 

 １０番、申請物件が岱明町大野下の畑１８０㎡外１筆、計１９７㎡で転用目的は

進入路及び宅地拡張です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性

の低い農地で、第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しており

ます。報告第１８号１５番及び１６番と関連しております。 

 １１番、申請物件が岱明町野口の畑７５３㎡外１筆、計９１１㎡で転用目的は共

同住宅です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内の農地で、第３種農地

と判断しております。 

 ８ページになります。 

 １２番、申請物件が岱明町扇崎の畑２６８㎡で転用目的は個人住宅です。農地区

分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断

し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 １３番、申請物件が横島町横島の畑９６㎡で転用目的は農業用資材置場です。農

地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と

判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 １４番、申請物件が横島町横島の畑３３５㎡で転用目的は個人住宅です。農地区

分は、おおむね１０ha以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農地と判断し

ております。第１種農地は原則不許可となるところですが、申請地の周辺において

居住する者の日常生活上、または業務上必要な施設で、集落に接続して設置される

ものであり、例外的に許可は可能となっております。報告第１８号１２番と関連し

ております。 

 １５番、申請物件が天水町小天の田２７３㎡で転用目的は農業用車両置場及び農

機具置場です。申請地は、農用地区域内にある農地であり原則許可はできませんが、

農振法第８条第４項に規定する農用地利用計画において、農業の用途に供すること

から許可は可能と判断しております。 

 以上１３件、５,５２４.７８㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全て
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の項目ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提

案しております。 

 去る６月２９日及び６月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っています。

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりましたので、９番を除きまして１

番から委員の説明をお願いします。 

 まずは、受付番号１番の始末書につきまして、事務局担当者が読み上げます。 

○係長（園木俊範君） ― １番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） はい、受付番号１番の始末書が読み上げられましたので、まず

は受付番号１番から７番まで順に委員の説明をお願いします。また、連続して説明

される場合は、続けてお願いいたします。 

 それでは、１番をお願いいたします。 

○３番（村上孝夫君） 農業委員３番、村上です。１番の案件について説明します。 

 申請地は山田の野口から５００ｍのところにあります。転用目的は１,５２２㎡、

転用目的は駐車場です。給水はなしで、排水、雨水のみで自然浸透する。万が一被

害が生じた場合、責任をもって対応します。 

 以上調査した結果、何ら問題ないと思います。御審議のほどお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ２番は取下げなので３番をお願いいたします。 

○推２番（梅田政次郎君） 推進委員番号２番、梅田です。３番の議題に対して説明い

たします。 

 場所はですね、滑石小浜の飲食店からちょっと入ったところなんですが、住宅兼

喫茶店ということで、場所的には農地とは水路と道路によって分断されており、隣

は片側が神社でもう片側は住宅地となっているため、農地への悪影響は全く生じな

いと思われます。給排水計画については、上水道は接道に既に伸びている水道を引

き込みます。排水については、雨水は家屋周囲のＵ字溝から西側の水路へ、生活排

水は合併浄化槽を設置し、西側の水路へ行う予定です。着工自体は、かなり１年ほ

ど長くみてあり、譲受人自身がＤＩＹとしてログハウスを自分で時間の空いたとき

に建てられるということなので、ちょっと長く期間はみてあります。 

 現地調査した結果、何ら問題ないと思いますので、御審議のほどよろしくお願い

します。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、４番をお願いいたします。 

○４番（岡田正治君） ４番の案件について説明いたします。４番、岡田です。 
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 申請地の滑石小学校北側５００ｍ、グラウンドのところに位置し、畑１２８㎡、

畑１２９㎡、計２５７㎡の土地になります。住居を建設する床面積は１,１３１.６

６㎡の個人住宅を建設するとのことです。道路より低いためブロックで囲み盛土を

する。給水方法については、玉名市の公共上水道施設を利用するということです。

また、排水方法につきましては、雨水については敷地内に雨水用桝を設置して、上

水路を東側の道路側溝に流出いたします。また、生活雑排水につきましては、合併

浄化槽を設置して、道路東側の側溝に流出いたします。被害防除計画といたしまし

ては、万一被害が発生した場合、責任をもって対応するということです。 

 以上、問題ないと思います。審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、５番、６番につきましては同じ委員ですので、続けて説明をよろし

くお願いします。 

○７番（田端末雄君） 農業委員７番、田端です。５番の案件について説明します。 

 申請地は、伊倉の印刷工場より北側約７０ｍぐらいの畑地です。この土地に隣接

して住んでいる譲受人は、亡くなった父親から土地、家屋を相続しておりますが、

測量をしてみたら自宅に入る通路が境界からはみ出しているということが判明し、

境界どおりにブロック積みを築造しなおすことは経済的にも不利なため、はみ出し

ている部分を分筆して売買することで双方が合意し、今回申請するものです。 

 現地調査を６月３０日に行いましたが、仕方がない、特に問題はないと思います。 

 続いて、６番の案件について説明します。 

 申請地は５番の畑地とつながっている西側の９.７６㎡です。譲受人は平成２６

年７月に売買により所有権を取得して住宅を建てておりますが、譲受人の前の所有

者は境界がはみ出している事実を承知していましたが、是正されないでこれまでき

ていましたが、是正の方法を模索しておりましたが、Ｌ型擁壁等を壊すよりも今回

分筆して譲受人がはみ出している部分を有償にて譲り受けることで、双方が承知し

たので申請するものです。給排水はなしで雨水は自然浸透です。 

 問題はないと思いますが、審議のほどよろしくお願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、７番をお願いいたします。 

○８番（本田多美子君） 農業委員８番、本田です。７番の案件について説明します。 

 申請地は玉名市寺田で、近くにはコンビニエンスストア、ドラックストア等があ

り、国道２０８号線玉名バイパスの交差点で、信号の北側になります。ここに広告

用看板の設置を目的とされています。事業面積１８㎡、内転用面積１８㎡、看板、

サイズが横３ｍ×縦２ｍ程度、支柱２本が立ちます。給排水計画では、給水はあり
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ません。生活雑排水、汚水は発生しません。雨水は敷地に自然浸透します。工事を

する際には周辺に迷惑をかけないようにする。万が一被害が生じた場合は、申請者

が責任をもって解決するとのことでした。 

 現地調査した結果、何ら問題なく許可相当と判断しました。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、８番ですけれども始末書が出されておりまして、事務局担当者が読

み上げます。 

○係長（園木俊範君） ― ８番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） 今、始末書が読み上げられましたので、受付番号８番につきま

して、委員の説明をよろしくお願いします。 

○１１番（木村昌治君） 農業委員１１番、木村です。８番の案件について説明します。 

 申請地は、岱明町上の牧場の敷地として利用しているもので、８７５㎡の農地で

す。今、始末書として読み上げられましたとおり、申請地は平成２０年より施設内

道路、資材置場などの農業用施設用地として利用されています。被害防除計画につ

いては、現状のまま推移していくということになります。万が一周辺農地及び隣接

住宅等に被害が生じた場合及び生じる恐れがあるときは、申請者が責任をもって対

応します。 

 以上、現地調査した結果、現状維持で推移していくことに問題はないと思います

ので、御審議のほどよろしくお願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、１０番につきまして、これにつきましても始末書が出されておりま

すので、始末書を担当者が読み上げます。 

○係長（園木俊範君） ― １０番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） ただいま受付番号１０番の始末書が読み上げられましたので、

受付番号１０番から１４番まで、順に委員の説明をお願いします。 

 それでは１０番をお願いいたします。 

○１２番（西本賢二郎君） 農業委員１２番、西本です。１０番の案件について説明し

ます。 

 申請人は現在、玉名市滑石に居住しています。このほど亡きおばの財産、大野下

の宅地と建物を現状のまま相続しました。先ほど事務局より始末書の説明があった

とおり、申請地には既に宅地、建物が建っています。この建物は昭和５１年１０月

ごろ建築され、約４７年間亡きおば夫婦が生活されていた宅地、建物です。相続し

た上で宅地、建物を調査したところ、宅地について現状の南側ブロックまでのはず

が約１２㎡畑にはみ出しており、また、敷地の進入路１８０㎡を既に利用している
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ため必要です。そのため譲渡人に相談し、進入路より１８０㎡と宅地の１７㎡を譲

り受け、拡張を申請したということです。給排水については発生しません。雨水は

敷地内自然浸透です。 

 以上現地確認した結果、特に問題ないと思いますので、御審議のほどよろしくお

願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、１１番をお願いいたします。 

○推１１番（柴尾 覚君） 推進委員１１番、柴尾です。１１番の案件について説明し

ます。 

 譲渡人は共同名義で２人います。共同地は、玉名市岱明町野口、畑７５３㎡、も

う１筆が同じく畑１５８㎡、計の９１１㎡です。譲受人は玉名市築地の人です。場

所、県道玉名長洲線の玉名市岱明支所より１５０ｍ東側の空き地です。民家の間の

宅地で、共同住宅１棟２階建てを建築予定です。敷地はですね、北側、東側、西側、

三方をブロック塀にするということでした。それから給水は玉名市の水道、生活排

水は公共下水道へ接続ということです。それから雨水は側溝に流します。万が一被

害が発生した場合は、建て主が責任をもって対処することのようでした。 

 以上現地調査した結果、特に問題ないと思いますので、御審議のほどよろしくお

願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、１２番をお願いいたします。 

○１４番（德井勝美君） 農業委員１４番、德井です。１２番の案件について説明しま

す。 

 転用の目的は個人住宅です。使用貸人と使用借人は親子関係です。土地所在地、

玉名市岱明町扇崎、地目は畑です。面積は２６８㎡、専用住宅１棟を構築するもの

です。主要面積２６８㎡のうち建設面積が１３６.６３㎡です。木造平屋建てです。

給水、市の上水道を利用するということです。排水については、雨水は敷地内で浸

透桝を設置して側溝に流すということです。生活雑排水は、汚水の処理は市の公共

下水道に流しますということです。被害防除計画、農地との境界にブロックを設置

し、土砂流出がないようにしますということです。万が一被害が生じたときには、

申請者が責任をもって解決するとのことです。 

 現地調査の結果、周辺への被害はないものと判断し、許可相当と思います。以上

です。よろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、１３番をお願いいたします。 
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○２番（髙田優子君） 農業委員２番、髙田です。１３番の案件について御説明いたし

ます。 

 転用目的は農業用資材置場で、売買の申請です。面積は９６㎡です。給排水計画

ですが、給排水の必要な用途に使用をしないため不要だということです。雨水は自

然浸透、被害防除計画は、整地する程度で切土や盛土を行わず、農業用資材等には

ブルーシートなどで覆い、飛散防止をとり対策をするということでした。 

 以上、現地調査をしました結果、何ら問題なく許可相当と思います。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、１４番をお願いいたします。 

○１５番（境 浩之君） 農業委員１５番、境です。１４番の案件について説明します。 

 申請地は、横島支所より南へ１㎞ほどの場所で、申請人は現在貸家住まいから住

環境の整った地区で、親の住居に近い祖父の土地を借りて自己用の専用住宅を新築

し、居住する計画としているものです。申請地の北側と南側は道路、西側、東側は

畑です。転用面積は３３５㎡、給水は個別の井戸を堀り、生活雑排水は公共の下水

道に接続します。雨水は自然地下浸透及び集水桝に流水後、市の下水道に放流しま

す。万が一被害が発生した場合は、転用者が責任をもって対処するとのことでした。 

 以上、現地調査した結果、特に問題はないと思いますが、審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして１５番ですけれども、これにつきましても始末書が出ていますので、

事務局担当者が読み上げます。 

○係長（園木俊範君） ― １５番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） ただいま受付番号１５番の始末書が読み上げられましたので、

委員の説明をよろしくお願いします。 

○１８番（田上靖晃君） 農業委員１８番、田上です。１５番の案件について説明しま

す。 

 申請地は、玉名市天水支所から西側、約７００ｍの距離の国道５０１を越え、さ

らに５０ｍ西へ、併せて天水支所から西へ７５０ｍほど離れた場所で、東側の国道

５０１沿いには饅頭屋、ガソリンスタンド、個人住宅等が建ち並んでいます。申請

地は集落内に所在する農地で、西側は申請人の個人住宅、南側も道路を挟み個人住

宅、北側は農地を隔てて住宅、東側は道路との間に水田が１枚あります。申請人は

隣接する申請地を農作業の効率化のために、農業用車両置場及び農機具置場として

取得する計画です。用途区分の変更面積は２７３㎡で、南側を走る道路と同程度の
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高さに埋め立て造成してバラスを敷いてあります。給排水の計画については、給水、

生活雑排水はなく、雨水については自然浸透し、汚水は既存の西側排水路に接続し

て流すということです。万が一被害が発生した場合は、申請人が責任をもって対処

するとのことです。 

 以上、現地調査した結果、特に問題はないと思いますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ５条申請につきまして委員の説明が終わりましたけれども、ここで皆さんから９

番を除いてになりますけれども、御意見、御質問はございませんでしょうか。 

○８番（本田多美子君） 農業委員８番、本田です。８番、９番、１３番、１５番を見

ていただきたいんですが、備考に、農用地区域内（用途区分変更のみ）が８番、９

番、１５番に書いてあって、１３番は農用地区域外で農業用施設に転用する。こっ

ちは農用地区域内で農業用の施設等に転用するということだと思うんですけど、こ

の農用地区域内と農用地区域外で転用申請とかそうするときには、何か違いがある

んでしょうか。 

○係長（園木俊範君） 事務局の園木です。農用地区域とは、農業振興地域内における

農地で農業以外の目的で使用する場合には農用地区域からの除外が必要となります

ので、農業政策課で農振の除外申請、または農業施設で利用するということであれ

ば、用途区分の変更申請が必要です。今回議案にもありますが農業用施設用地に変

更した後に、４条、５条の転用申請をしていただく流れになります。また、農用地

区域外については除外も用途区分変更も必要ありません。以上です。 

○８番（本田多美子君） わかりました。ありがとうございました。 

○議長（下川 安君） はい、坂本委員。 

○５番（坂本正敏君） 農業委員５番、坂本です。１５番の案件についてお伺いします

けど、これ始末書を読んで理解しましたが、この現地調査のときは見てそのまま許

可相当だと判断されたんでしょうか。それとも、例えば砂利を敷いたらちょっと撤

去してくれとか、そういう指摘あたりはされたかどうかお伺いします。 

○１８番（田上靖晃君） やっぱり見てですね、４人の委員、推進委員で見たんですけ

れども、それでこういうことはという注意はしました。ただ、現状を見てみますと、

既に隣接するところに田植えをされる水田があるわけですね、ですから、ここを今、

申請地をそのままにしとくよりも、ちょうど上げたほうが田植機とか車が入れて、

作業がしやすかったという譲渡人の都合を考えまして、やむを得ないかなという感

じで、以後はこういうことはやめてくださいという指摘で終わっております。 

○５番（坂本正敏君） 例えば、原状復帰に戻してくれとか、そういうとはせずに、こ
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れはしよんなかたいということで。 

○１８番（田上靖晃君） 原状復帰をやれば譲渡するほうの水田耕作にですね、やっぱ

り支障があるかなということで。 

○５番（坂本正敏君） そのときだけですよ、見る現地調査して、ちょっとだけできん

かなあ、原状復帰のまねごとぐらいしてもらえんかなあ、それをすると許可をしま

すて、要するに今言われた誠意を見せてほしいなと、私、何回かあったんですよそ

ういう案件が、そういうとも必要じゃないかなと私は思いましてですね、質問をし

ております。 

○１８番（田上靖晃君） 確かにそういう気持ちを持ってですね、指導はしましたけれ

ども、今回はこれで収めるということで妥協したということです。 

○５番（坂本正敏君） わかりました。 

○議長（下川 安君） ほかに何かございませんでしょうか。 

 はい、梅田委員。 

○推２番（梅田政次郎君） 推進委員番号２番、梅田です。今の現地調査して原状回復

の指導ですよね、指導とか、もうちょっと誠意をとか今、話が出たんですが、先月

の議案とは別にコンクリートで埋めていたという件の話をしましたけど、事務局で

この間現地調査のときに、申請を出してくれればそれで通すという形になったらし

いんですが、こうやって今、原状回復を今まで私が推進委員になってから２件ほど

申請出して原状回復させたという事例があるんですが、そのことに関してはじゃあ

どうなるんですかという質問をしたところ、事務局側からの回答としては、そのや

り方は間違いだったと、だから原状回復をさせなくてよかったらしいんですよね、

ということですよね、事務局としては。だから、原状回復をさせた方から、もし何

か言われたときはどうするんですかと。だから、まずは原状回復の前に、指導とか

ですね、申請を出しなおしてくれとか、手順が飛び越えていたという話なんですが、

それは県からの回答だったみたいなんですけど、じゃあ先にやっちゃって、すみま

せんでした、じゃあ申請しますで通るということですよねって私は受け止めたんで

すけど、それが農業用の施設ならなおさら通りやすいみたいな、農業に関してそこ

をコンクリートで埋めました、道路にしました、じゃあ原状回復はできないですか

ら申請を出してくださいと、だから、やってから注意されて申請出せば通ると、そ

ういう回答だったので、今回、今、原状回復とか、強制的な、お金もかかるわけじ

ゃないですか原状回復させると、そういうところは飛び越えないで、とにかくどう

いうふうにしたら一番損がないかというかですね、そういう形に持っていく方向に

しないといけないのかなと、だから原状回復してもらった方には申し訳ないんです

けど、それは間違いのやり方だったと回答を受けました。 
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 なので、坂本委員とか、誠意をもって、確かに誠意は大事だと思うんですけど、

形を、気持ちを、悪質性がないかどうかという確認のために、少しでもちょっとす

るという行動というのは大事だと思うんですけど、でもそこにつけ込んで勝手にし

て突っ込まれて、あ、すみませんでしたと農地を変える方が増えないかなって思っ

たんですよね。用途区分の変更といってもですね、コンクリートで埋めたところが

農地の形じゃなくなるので、作物を植え付けられないので、その減った分の面積は

どうなるのかなと不思議に思うんですが、こうやって転用するならまだしも、農地

のまんまコンクリートで埋めた場合はどうなるのかなと思うんですけど、いろいろ

話して質問的にはまとまっていないんですけど、一応以上です。 

○４番（岡田正治君） 今の話に通じてちょっと説明を求めたいんですよ。この前です

ね、私事で現地調査、現地だけ見てですね、早退したんですけど、その間際、農業

委員会の職員がですね、おられましたけど、説明を、農業法人ですね例の、説明を

されよったんですけど時間がなくて私、帰りました。そのときの説明をもう一回詳

しくお聞きしたいんですけど。 

○係長（園木俊範君） 事務局の園木です。先月からですね、梅田推進委員から、違反

転用事案の報告という形でですね、皆さんに写真を付けてから説明をさせていただ

きました。内容としては、農地の一部に入り込んでコンクリート等をして、道路の

道幅を広くしているものや、農作物の集荷作業等を行うために、農地の入口の部分

にコンクリートを舗装している事例の報告があり、今現在、農業法人と許可不要転

用届出の提出をしてもらうことで、今、話を進めております。 

 原状回復の勧告につきましては、先月から、きょうもそうなんですけど、委員か

らお話があっているんですけれど、県に確認したところ、原状回復の確認につきま

しては、その土地及び周辺における土地利用の状況並びに関係人の利益を総合的に

考慮して、特に必要があると認めたときは、農業上の利用が確保できる状態にする

よう期限を定めて勧告することになりますので、事務局としては、農地違反に対し

て安易に追認するという考えはございませんが、違反転用に至った経緯や当該農地

の立地状況、関係人の利益、所有者の同意等が得られていれば、農地法第５１条第

１項に規定する原状回復等を命じることとなる特に必要があるときに該当するとま

ではいえないと考えることから、当該案件につきましては、届出を出してもらうと

いうことで御理解をいただきたいと思います。 

 以上ですね、申請人に対しては、始末書の提出を求めるとともに、二度と違反行

為が行うことがないように指導したいと考えております。 

○４番（岡田正治君） いやいやいや、それは違いますよ、違反行為でしょう。何カ所

違反行為しとったですか。玉名平野の橋げたを設置して道路を拡張しとっとか、苦
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情が出てそれを斫った、別のところも、何回も何回もしよるんですよ、わかります

か。（「はい」と呼ぶ者あり）学習能力がない、反省の色もない、何もないないな

いですよ。今回の地主に対して一言もなく、向こうが言うには、「道路が広くなっ

たから便利でしょう」、あそこは誰も通らんとです。普段は家１軒しか通らんです

よあそこは、別に広くなろうがあんまり価値は生まれんとです。ただ自分の目的だ

けですね。（「駐車場だけ」と呼ぶ者あり）いや、駐車場じゃなくて、それもあっ

ですけど、便利なごつ勝手に地主に許可も得ず拡張しとると、それをあなたたちは、

ああよかですよて、始末書ですませましょうて、今それを現状で今しよっとですよ。

どういうことですか。玉名市農業委員会、荒尾市農業委員会、熊本市農業委員会い

っぱいあるでしょう、統括しとるところはどこですか。農業委員会の方は市役所の

人たちがいますね、農業委員会に入っています。しかし、統括しとっとこはどこで

すか、県の農業委員会ですか。県の農業委員会から指導を受けてきとると、全部。

指示、指導、全然あなたたちの話は矛盾しとる。農地を守ろうとか全然ない。滑石

の人たちはですね、かなり反対者が多かですよ、勝手にしまくっとるから。俺たち

が知っとっとこでもそのぐらい、俺が知っとるとこは少ないほうですよ。また全然

わからんでちょっとしとっとこも結構あると思いますよ。何かちょっと聞いたです

けど、さっきの話、原状復帰もうせんでよかですよと、私たちが間違えてましたて、

それはどこからくっとですか。裁判になったら、まず裁判にならんですよね、負け

るから、受けきらんから。じゃあ先方としてね、さっき梅田君が言っていましたけ

ど、今まで２件ありましたよ、原状復帰させたところは。じゃああの人たちは金戻

せて言うてもよかっですよ。裁判ならんでしょう、玉名市が、あたたちが受けきら

んけん。なんかそこが矛盾しとろが、わからん。俺が言うのはおかしいですかね、

皆さんにちょっと知ってもらいたいんですよ。 

○５番（坂本正敏君） そういう決まりがあるならば、現地調査なんかは意味が全くな

いですよね。 

○４番（岡田正治君） いらんですたい、俺、行かんでもいいんじゃないの。 

○５番（坂本正敏君） 事務局が判断するというか、私たちが反対しても事務局は許可

相当ですよということがなってしまうとでしょう。例えば、この案件、許可申請が

出て、私たちが皆さん反対しても何の問題もなかっでしょう、向こうとしては。私

はずっと、農業委員会はおかしかおかしかて、ずっと最初から言ってきたつが、や

っぱりここに集約されとっですね、この問題に。これをどぎゃんやっと変わるかな

あていうと、やっぱり法律変えんとしゃがどがんしよんなかて思うとですね。ここ

でどぎゃん話ばしたてちゃ。 

○４番（岡田正治君） 法律を決めるのは代議士の先生方でしょう。じゃあ代議士の先
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生方も結果的に汚れまくって、土地の、そういう助かっとる人が多いんじゃないん

ですか。だけん決めるのを決めきらん。例えば、教育委員会がやっぱり処分しきら

んとと一緒ですたい、身内が身内ば処分しきらんて。だけん今、第三者委員会とか

なっとっとですかね。そらそうでしょう、身内が身内ば処分しきらん。法律で決め

るとか代議士の先生、そういう人たちが自分の首を絞めるようなことを決めんです

よね。 

○５番（坂本正敏君） これはどこからどこまでが許可で、どこからどこができんてい

うと、全くできんていうとが全くなかですね。もう全部許可相当ですね。 

○３番（村上孝夫君） やったもん勝ち感はありますよね。 

○４番（岡田正治君） もうしよんなかたい、始末書の申請で処理しますよて、今はそ

がんでしょうからしよんなかたい。今さら申請出しなっせて、事務は逆になるばっ

てんて。しかし地主もなんも認めとらんとですよ、農業委員もなんも認めとらんと

ですよ。自分の便宜上道を広げただけですよね。そういうことを単純に安易に認め

てよかとていうことになっですたいね。それを揉め事を避けたいために、自分たち

の保身みたいなそういうところが見え隠れするような気がするんですね。残念です

よ。 

 だから坂本委員が言いなったごと、現地調査とか、また農業委員ていらんとじゃ

なかっですか。何もね指導の力もない、ただ見て「そらいかんですよ」て、しかし

最終的には今回みたいに「ああよかばいた」て、申請書をさせる。なんか納得いか

んですよ。本格的な農業委員会の改革が必要じゃなかとですか、意識改革が。 

○５番（坂本正敏君） 現地調査は私も同席して現地調査したんですよ。前々回の農業

委員会のあって、次の次の日、７日にですね、夜９時半ごろ電話のあって、あした

は７時からあるけん来てくれんですかていうから、ちょっと興味あったけんですね、

仕事をほったらかして行きましたけど。あのとき２０人ぐらい、県会議員も来て、

漁業組合の会長さんも来て、県の課長、そういう方々が来られて、そういう方々は

どぎゃん処理しなったと、そのへんのあとの話は聞いとらんな、どういう処理ばさ

したか。そういう書類はなかですか。あのときまた別室で会議ばせなんていうてか

ら行きよったでしょう。それもなかっでしょう。 

○４番（岡田正治君） 全然お呼びがないんですよ、ただ決定事項みたいにして、さっ

き言った注意しましたけど。何ば言いよっと。そら揉めんけんですね、そがんした

ほうが。 

○係長（園木俊範君） 事務局の園木です。農業法人に市役所の会議室に来ていただき

まして、現状の確認と違反転用の確認、それと今後の対策等を協議をさせていただ

きました。ちょうどきのう農業法人の代表者の方と連絡が取れまして、地元での説
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明会を開催したいということで要望がありましたので、地元の農業委員と漁協関係

者と周辺の農家の方を呼んで、今度７月中には説明会の開催を予定しております。

以上です。 

○４番（岡田正治君） それはそれでいいですけどね、さっきのあれは決定ですか、書

類いっちょでもうあげますよて。 

○係長（園木俊範君） 先ほどの件になりますけれど、農業法人に届出を出していただ

くような形でお願いをしておりますので、まずは許可不要転用届出を出していただ

くような形で話を進めさせていただいております。 

○４番（岡田正治君） それがおかしいって言いよるんでしょうが。円満円満って。揉

めんごつすませようって。行政の悪いところですたい、そういうの。 

○係長（園木俊範君） こちらの指導としてですね、届出を出してくださいということ

で何回も何回もして提出がされない場合は、文書で指導して、その後原状回復とい

うような流れになりますので、今回の案件につきましては、届出を出されるという

ことになりますので、許可不要転用届出を出していただいて。 

○４番（岡田正治君） じゃあそれは誰が認めたんですか、許可転用をオーケーですよ

って。県の上でしょう。そがんしなさいよ、丸くすむけん、すませようて、穏便に

丸くすませようて。言わんですか、言えるでしょう。誰がそがんしよるかて言える

でしょう。言わんと。言いきらんと。誰の指導の下、ねえ誰の指導の下ですか。農

業委員は認めてないよ、多分ここにおられる方も多分認めんでしょうね、何であな

たたちが認めると。 

○５番（坂本正敏君） 玉名市の農業委員会で決めたんです。農業委員会事務局で、県

じゃないです。（「ここで決めたと」と呼ぶ者あり）はい。（「へえ、あたたちが

決めたったい」と呼ぶ者あり）、（「何で決めたと」と呼ぶ者あり）そういう決ま

りがあるから。（「おかしい穏便にすませようって」と呼ぶ者あり） 

○係長（園木俊範君） 先月ですね、農地の違反対策ということでフローチャートを渡

しているんですけれど、このフローチャートに基づいた形で今回対応をさせていた

だいております。フローチャート、違反転用事案の手順というのを先月お渡しをし

ておりますので、その手順に基づいた形で判断をさせていただいております。 

○４番（岡田正治君） じゃあ、要するにそれを認めたらたい、今まで言いよった原状

復帰、金戻せって言われるよね。じゃあ戻さなんたいなじゃあ。裁判とかいう話聞

いたけど裁判にならんですもんね、玉名市は受けきらんけん。間違いてわかっとる

から。裁判費用とか賠償金を払って、すみませんて金払ったほうがよかですね。 

○推２番（梅田政次郎君） いろんなことをやるとですね、農業委員に説明をして、そ

こで可否が決まるわけじゃないですか、流れとか許可とかですね。でも今回の件は
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飛び越えてそうしますという事務局からの答えだったので、何でってなるんですよ

ね。 

 例えば前回、先月農業委員会の会議で、総会で話が出た件なので、よければこう

いう流れでいこうと思っているんですが、皆さんはどうでしょうかとか、説明があ

って、そこで話し合いでまとまってその方向に進むならまだわかるんですけど、事

務局が勝手にという思われるような流れになっているので、だからこうやって皆さ

んが、あれだけ大事になって、地元の人間とか県会議員さん、市会議員さん、いろ

んな方々が来て、２０人ぐらいで問題だよねと言っていたことを、何で事務局だけ

で進めていたのかなという不思議な感じには思うんですよね。だから一回ここで、

もう一回こういうふうにこういう流れで、大体フローチャートがあって、この流れ

でいくんですけどという説明があって、そこで、いやそれはおかしいんじゃないと 

いう話し合いがちゃんとできて、じゃあどうしますかという流れだったら多分筋は

通ったのかなと思うんですよね、どうでしょうか。 

○４番（岡田正治君） そして原状復帰は今まで間違いでしたと言われますけど、やっ

ぱり間違えたですか。こっちは躍起になって原状復帰してもらったんですけど、こ

っじゃいかんばいたていうことで、協議してもらいましたけど、お答えを。 

○事務局次長（西山美和君） 農地転用の場合、その要件でその基準を満たしていれば、

農地転用の申請をして農業委員会の総会に諮って許可するという流れなんですよね。

原状復帰の案件は、例えば、農地で農地転用ができないところで、農地転用できな

いところに転用行為をされている場合、それは許可できないですよね、そういう場

合は原状復帰になるのかなと思います。 

○５番（坂本正敏君） 転用ができない場所で転用はできんでしょう。そがんところは

転用はさるっですか。 

○事務局次長（西山美和君） 転用できないところに転用行為をして、事実転用行為を

しているところには、そういうところの場合は原状復帰をしてもらう必要があるの

かなと思うんですけれども、こういう案件、農業法人とかは転用できるところに、

先に無断で転用されたことは大変悪いですね。本来申請を先にされている案件なら

ば許可ができるところなので、そこは申請をしてくださいという口頭指導をした上

で、今度提出しますということなので、原状復帰はしていただかなくてもいいのか

なとは考えます。 

○推２番（梅田政次郎君） そこはこの写真、前回写真、別の場所でもあったので一緒

に見てまわられて、農振に入っているんですね。道路も後ろが広くて、そこにコン

クリートで拡張されている。同じような拡張の幅なんだけど、今言われたところの

場所は、１種農地じゃない場所、転用できるような場所、でも転用できないような
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場所もされているじゃないですか。そこの場所に関して、道も広い、別に理由づけ

が、利便性を良くするためにという場所でもなく、もともと道がそこそこ広い場所

で、コンクリートで固めて農地を崩して広げる意味がないような場所をされていて、

農振地に入っている、そういう場所もあるんです、一緒に見に行かれましたよね。

この件に関しては申請で。でも全部が全部転用できる場所じゃないですよね。ほぼ

ほぼが農振に入っているところばっかりなので、売られているところは。たまたま

転用できそうな農地のところはこの案件なんですけどね。 

○事務局次長（西山美和君） 先ほど農用地区域内で用途区分変更とかありましたよね、

そういう農業用施設、農業に供する施設であるならば、許可が可能ですよね。 

○推２番（梅田政次郎君） 農業をやっていらっしゃる方も今まで道路とかされていま

すね。無断でされていて、始末書を作ってここで議題として出して、皆さん手を上

げているからいいんですけど、可決しているんですけど、反対する方が多かったら

それは通らないわけじゃないですか。だから申請は出していて、ここに議案として

出るわけですよね。ただ報告のみで勝手に通すんでしょうか。どちらなんでしょう

か、こういう今回の場合は。 

○事務局次長（西山美和君） 農業法人の案件ですか。 

○推２番（梅田政次郎君） 報告のみで勝手に申請出したら通します。 

○事務局次長（西山美和君） 農業法人の場合は、許可不要ということで届出のみです。 

○推２番（梅田政次郎君） 届出だしたら通りますということですね。ここに上がるわ

けじゃないですね。 

○事務局次長（西山美和君） 議案案件ではないです。 

○推２番（梅田政次郎君） 議案案件ではない。じゃあもう出せば通るということ。 

○５番（坂本正敏君） ここに申請上ぐっとと上げんとはどがん違うですか、どういう

分け方しよっとですか。 

（雑談） 

○５番（坂本正敏君） 農地売買もここに上げる案件と上げんでよか案件がありますね。

そういった感じでよかつかなあ。それとも袖の下かなんか、ごめんばってん。 

（雑談） 

○８番（本田多美子君） すみません、農業委員８番、本田です。 

 今の討論はそうな大事なことです。農業委員にとって根幹です。私も一度辞めた

人間であるんですけど、そのときの喪失感といいますか、農業委員を辞めたときの、

なーん農業委員しとったっちゃなーんでけんだったて正直思いました。いろいろな

案件で、どうしても事務局、仕方ないとですよね。ここはこがんクリアすっとしゃ

がここは通さなわからんて、そういうのがどうしてもあるけんが、自分たちは先に
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こがんことしとんなっじゃなかですか、原状に復帰させてくださいていうごたっと

も。全然、昔々そうな強か市会議員さんのおったですもんね、玉名市に。あの人は

何だったかな、その人は原状復帰させなはった。すごかったですよね。俺はさせた

もんなて、そういう人も市会議員でそういう人も農業委員におんなったですね、私

たちの前の代に。 

 今の案件なんかは、私もこの前、女性農業委員の会のあってからですね、お話し

合いの中で梅田委員のことを言うたっですよ。がんしてからですね、写真撮って農

業委員会の会の中で、これは間違いじゃなかですかていう若者がおるて、そうなう

れしかったていうことを言うたっですよ。だけんみんなそのときほかの阿蘇とかい

ろんな地域の女性農業委員の人たちもびっくりしなったですもんね。そがん活性化

する農業委員会というのは大事なことですよ。たあだほんなこて現場に行って、も

うしよんなか、オッケーオッケーば出して。ところが、この前、前担当者が来なっ

たですよね、２年ぐらい一緒やったですたい、前担当者が。その前担当者も多分何

も知んなはらんだったでしょう。あの人もはまって原状復帰ば唱えよんなはったで

すもんね。私たちもちょうどそのときはみんな、このぐらいだったら原状復帰して

もらうという、みんな一致した気持ちがみんなにあったけんが、伊倉八嘉も何件か

原状復帰してもらいましたよ。でもそがんすることによって、お互いの転用ば申請

する前にしなった人もそうな反省もしなったし、こっちも気持ちよう、じゃあ認め

ましょうていう、そういう気分、気概というかなあ、なったけん、みんなもそのと

きはまとまったと思うとですよ。だけんが上でも少しは原状復帰なんかせんちゃよ

かていうことば言わるんなら、そうな悲しかですよね、自分たちの仕事は何ばせに

ゃんとだろかて。だけんみんな、事務局も農業委員も一緒の意識ていうかな、そう

いうのは持ってからせんとしゃが、やっぱりこういう今の大事な問題にも解決はで

きんと思います。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 今いろんな意見が出て、皆さんも何かありましたら。 

○１１番（木村昌治君） 言われることは十分わかるんですけど、じゃあそうなると全

て違反したやつは原状復帰じゃないとだめということになったら、全てが対応にな

るんじゃないかなとちょっと思ったんですけどね。 

○８番（本田多美子君） 全てじゃない、ケースバイケースではあっとですよ。全てそ

んなことすっとしゃがなわからんばってんが、ひどいときとかなんか。 

○１１番（木村昌治君） だけんそれは十分わかるんです。ある程度、先ほどの本田委

員の話は、地元の中でも話をされとって、賛成者、反対者いろいろ話の中で出ると

思うんですけど、そこの地区の人たちが、これはしゃあないなあとかいう話にもし
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なったとするなら、そのへんは仕方ないのかなあとちょっと思ったりしますけどね。 

○４番（岡田正治君） まず今の間違いは、地主さんが知らんで動いとるというのが一

番の間違いですよね、順番が間違えとるということですよね。 

○議長（下川 安君） 先ほど梅田委員からありましたが、この間出た案件で、事務局

で勝手にそのように判断したというようなお話が出ていますが、法的な問題でそう

いう話でなっただろうと思うんですけれども、手続きの順番というのかな、こうい

うふうにしていかがですかていうようなことで一回話しとけば、梅田推進委員の話

もありました。 

 また、その説明会かなんかがあるのかな、あるんだよね。その時点で何か、その

時点でまた皆さん来ていただいて、そういう手順でということで皆さんにもう一回

諮ればいいと思うんですけれども、どうですかね。またここで大事な問題だと思い

ます。皆さんからものすごく良い意見が出ました。そういうことで農業委員会もそ

のへんのところのやっぱり違反の話ですね、少しは皆さんいろいろ始末書が多いの

もあるし、そういうのもなかなか皆さんのいろいろな意見もございますので、皆さ

んのそれぞれの意見を聞いてですね、良い方向にいくかなと思います。 

 取りあえずは、農業法人はどぎゃんすればいいのかな。だからもう一回説明会が

あったときに向こうに説明するのかな。そういう方向でいいのかな。どういうふう

にしてくれというのは。さっきあったんだけれども、農用地区域の中の今、梅田委

員が言ったのは、農用地区域の中でそういう現状があるじゃないですか。そこは用

途変更かなんかば出さないかんとか、そのへんも絡んでくるのかどうかもはっきり

わからないので、場所的な問題もあるんだろうと思います。それが農道だったら農

業委員でこうですよとか、なんか被害対策でこがんせなんだったですよというので

あれば、なんかあるのかどうかわかりませんけれども、そのへんのところも把握は

しとんなるかなとは聞きながら思いました。すみません、なんか全部情報が入って

なくて申し訳ないんですけれども。 

 すみません、皆さんからいろんな御意見がございましたけれども、取りあえず議

案のほうに、まだ９番も残っているので。 

○議長（下川 安君） すみません、先ほどの議案に移らせていただきます。 

９番を除いて１３件について委員の説明が終わりましたけれども、皆さんからさっ

き意見をと言ったらこの件が出てきまして、皆さんからいろんな御意見を出されま

した。ほかにこっちの議案で何か御質問、御意見があれば。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） では、採決に移らせていただきます。 

 議第２９号農地法第５条の規定による許可申請１３件につきまして、議案どおり
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許可することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございます。採決の結果、異議なしと認め、

議第２９号、受付番号１番から８番、１０番から１５番の１３件については、許可

することに決定いたしました。 

 続きまして、議第２９号、受付番号９番の審議に入る前に、議事参与の制限規定

により、嶋田推進委員の退室を求めます。 

― 推１０番 嶋田裕一君 退室 ― 

○議長（下川 安君） 嶋田推進委員が退室されましたので、事務局より９番の説明を

お願いします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） ７ページをお願いいたします。 

 ９番、申請物件が岱明町上の田７８１㎡で、転用目的は農業用資材置場及び休憩

施設等となります。 

 申請地は農用地区域内にある農地であり、原則許可はできませんが、農振法第８

条第４項に規定する農用地利用計画において、農業の用途に供することから許可は

可能と判断しています。申請内容を農地転用許可基準全ての項目ごとに適合するか

審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提案しております。 

 去る６月２９日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） 受付番号９番についても始末書が出ていますので、担当者が読

み上げます。 

○係長（園木俊範君） ― ９番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） それでは、始末書が読み上げられましたので、受付番号、９番

の委員の説明をお願いします。 

○１１番（木村昌治君） 農業委員の１１番、木村です。９番の案件について説明しま

す。 

 申請地は、岱明町上の牧場の施設として利用しているもので、７８１㎡の農地で

す。この案件も今、始末書として読み上げられましたとおり、申請地は平成２０年

より施設内農道、農業用資材置場や従業員休憩室などの施設用地として利用されて

います。被害防除計画等については、現状のままで推移していくということになり

ます。万が一周辺農地及び隣接住宅等に被害が生じた場合及び恐れがある場合につ

いては、申請者が責任をもって対応します。 

 以上現地調査した結果、現状維持で推移していくことに問題はないと思いますの

で、御審議のほどよろしくお願いします。以上です。 
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○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ただいま９番について委員の説明が終わりましたけれども、皆さんから御意見、

御質問はございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ採決に移らせていただきます。 

 議第２９号農地法第５条の規定による許可申請、９番につきまして、原案どおり

許可することに異議のない方は挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第２９号、受付番号９番につきましては、許可することに決定いたしました。 

 ここで議第２９号、１４件全て採決が終わりましたので、嶋田推進委員の入室を

求めます。 

― 推１０番 嶋田裕一君 入室 ― 

○議長（下川 安君） 嶋田推進委員が入室されましたので、引き続き審議を行いたい

と思います。 

 次に、議第３０号農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。申請

件数は４４件です。 

 では事務局から説明をお願いします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） ９ページをお願いいたします。 

 議第３０号農用地利用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画について、次のとおり決定する。令和５

年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １０ページから１１ページの総括表と１２ページから１５ページまでの集計表の

とおり、玉名市長より意見を求められております。 

 今回は所有権移転が７件、１９,９０７㎡、利用権設定が２７件の９０,８２１㎡、

合計３４件、１１０,７２８㎡の集積で、いずれも農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしているものと判断し、御提案しております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） 事務局から説明がありましたけれども、皆様から御意見、御質

問はございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） 御意見、御質問がなければ採決に移りたいと思います。 

 議第３０号農用地利用集積計画の決定４４件につきまして、原案どおり決定する

ことに異議のない方は、挙手をよろしくお願いします。 
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（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第３０号につきましては、原案どおり決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

○議長（下川 安君） 続きまして、報告に移ります。報告第１８号農地の賃貸借及び

使用貸借解約通知書について、報告第１９号農地の形状変更届について、報告第２

０号許可申請の取下げについての２２件を事務局より併せて報告いたします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） １６ページをお願いいたします。 

 報告第１８号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について。農地法第１８条第

６項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理したの

で報告いたします。令和５年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 今回、１６ページから１９ページまでの１８件、合計３７,４７５㎡の解約通知

を受理しております。 

続きまして、２０ページです。 

 報告第１９号農地の形状変更届について。下記農地の形状変更届がありましたの

で報告いたします。令和５年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 今回は３件の合計４,９３４㎡の届出を受理しております。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 報告第２０号許可申請の取下げについて。下記の物件は、許可申請後に取下げの

届出があったので報告いたします。令和５年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、

下川 安。 

 今回農地法第３条の許可申請について１件の取下げを受理しておりますので、報

告いたします。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（下川 安君） これで本日予定の議案審議、それから報告が終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．閉 会 

○議長（下川 安君） これをもちまして令和５年第７回の農業委員会総会を閉会させ

ていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時４５分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

令和５年７月５日 
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